
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）
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22静岡県 静岡市 227 ふれあい健康増進館 ○ （財）静岡市振興公社 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水日本平運動公園（球技場及び庭球場） ○ （財）静岡市振興公社 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市  清水清見潟公園（体育館、室内プール、トレーニング室） ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 有度山総合公園運動施設　ﾃﾆｽｺｰﾄ ○ 三幸㈱ ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市
有度山総合公園運動施設
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ場

○ 三幸㈱ ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 西ケ谷総合運動場 ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水総合運動場 ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 中央体育館 ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 東部体育館 ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 北部体育館 ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 南部体育館 ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 長田体育館 ○ （財）静岡市体育協会 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 城北運動場 ○ 三幸㈱ ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水ナショナルトレーニングセンター ○ （財）静岡市振興公社 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水蛇塚スポーツグラウンド ○ （財）静岡市振興公社 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水長崎新田スポーツ広場 ○ 三幸㈱ ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水庵原球場 ○ （財）静岡市振興公社 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 用宗漁港施設（用宗フィッシャリーナ） ○ 清水漁業協同組合 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 湯ノ島温泉浴場 ○ 湯ノ島温泉運営協議会 ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水西里温泉浴場 ○ 清水西里温泉浴場運営協議会 ○ ○ H 22 3 30 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 梅ケ島新田温泉浴場 ○ 梅ヶ島温泉運営協議会 ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 口坂本温泉浴場 ○ 大新東㈱　静岡支店 ○ ○ H 21 3 13 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 梅ケ島コンヤの里レクリェーション施設 ○ 梅ヶ島ｺﾝﾔの里ﾃﾆｽ場運営協議会 ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 日影沢親水園 ○ 梅ヶ島淡水魚生産組合 ○ ○ H 22 3 20 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 南アルプス井川オートキャンプ場 ○ 静岡市井川振興会 ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 南アルプス赤石温泉白樺荘 ○ 静岡市井川振興会 ○ ○ H 24 3 28 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 藁科都市山村交流センター ○ 藁科交流ｾﾝﾀｰ運営委員会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 産学交流センター ○ （財）静岡産業振興協会 ○ ○ H 20 3 24 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水産業・情報プラザ ○ 静岡商工会議所 ○ ○ H 21 3 13 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 ○ ㈱駿府楽市 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 港湾会館清水日の出センター ○ 清水港振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 港湾会館清水日の出センター別館 ○ 清水港振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水港船宿記念館 ○ （財）静岡観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 ○ ○ H 23 1 7 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 賤機都市山村交流センター ○ 賤機都市山村交流センター運営委員会 ○ ○ H 24 3 28 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 クリエーター支援センター ○ NPO法人　しずおかｺﾝﾃﾝﾂﾊﾞﾚｰ推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 由比本陣施設 ○ （特定非営利活動法人）ふれあい由比 ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地改良住宅 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅店舗 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅店舗 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅店舗 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅作業所 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地改良住宅作業所 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅作業所 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅作業所 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 羽衣団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 駒形団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 新通団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 住吉町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 三番町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 四番町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 浅間団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 若松町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 北番町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 上土団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 瀬名団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

市区町村名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q rh j

指定管理者名

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

k l

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

po

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

m n
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

22静岡県 静岡市 227 ふれあい健康増進館

22静岡県 静岡市 清水日本平運動公園（球技場及び庭球場）

22静岡県 静岡市  清水清見潟公園（体育館、室内プール、トレーニング室）

22静岡県 静岡市 有度山総合公園運動施設　ﾃﾆｽｺｰﾄ

22静岡県 静岡市
有度山総合公園運動施設
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ場

22静岡県 静岡市 西ケ谷総合運動場

22静岡県 静岡市 清水総合運動場

22静岡県 静岡市 中央体育館

22静岡県 静岡市 東部体育館

22静岡県 静岡市 北部体育館

22静岡県 静岡市 南部体育館

22静岡県 静岡市 長田体育館

22静岡県 静岡市 城北運動場

22静岡県 静岡市 清水ナショナルトレーニングセンター

22静岡県 静岡市 清水蛇塚スポーツグラウンド

22静岡県 静岡市 清水長崎新田スポーツ広場

22静岡県 静岡市 清水庵原球場

22静岡県 静岡市 用宗漁港施設（用宗フィッシャリーナ）

22静岡県 静岡市 湯ノ島温泉浴場

22静岡県 静岡市 清水西里温泉浴場

22静岡県 静岡市 梅ケ島新田温泉浴場

22静岡県 静岡市 口坂本温泉浴場

22静岡県 静岡市 梅ケ島コンヤの里レクリェーション施設

22静岡県 静岡市 日影沢親水園

22静岡県 静岡市 南アルプス井川オートキャンプ場

22静岡県 静岡市 南アルプス赤石温泉白樺荘

22静岡県 静岡市 藁科都市山村交流センター

22静岡県 静岡市 産学交流センター

22静岡県 静岡市 清水産業・情報プラザ

22静岡県 静岡市 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」

22静岡県 静岡市 港湾会館清水日の出センター

22静岡県 静岡市 港湾会館清水日の出センター別館

22静岡県 静岡市 清水港船宿記念館

22静岡県 静岡市 賤機都市山村交流センター

22静岡県 静岡市 クリエーター支援センター

22静岡県 静岡市 由比本陣施設

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地改良住宅

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅店舗

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅店舗

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅店舗

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 羽衣団地

22静岡県 静岡市 駒形団地

22静岡県 静岡市 新通団地

22静岡県 静岡市 住吉町団地

22静岡県 静岡市 三番町団地

22静岡県 静岡市 四番町団地

22静岡県 静岡市 浅間団地

22静岡県 静岡市 若松町団地

22静岡県 静岡市 北番町団地

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地

22静岡県 静岡市 上土団地

22静岡県 静岡市 瀬名団地

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１ zの４

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３ zの５

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項
施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

評価公表状況

u

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

wv
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

22静岡県 静岡市 227 ふれあい健康増進館

22静岡県 静岡市 清水日本平運動公園（球技場及び庭球場）

22静岡県 静岡市  清水清見潟公園（体育館、室内プール、トレーニング室）

22静岡県 静岡市 有度山総合公園運動施設　ﾃﾆｽｺｰﾄ

22静岡県 静岡市
有度山総合公園運動施設
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ場

22静岡県 静岡市 西ケ谷総合運動場

22静岡県 静岡市 清水総合運動場

22静岡県 静岡市 中央体育館

22静岡県 静岡市 東部体育館

22静岡県 静岡市 北部体育館

22静岡県 静岡市 南部体育館

22静岡県 静岡市 長田体育館

22静岡県 静岡市 城北運動場

22静岡県 静岡市 清水ナショナルトレーニングセンター

22静岡県 静岡市 清水蛇塚スポーツグラウンド

22静岡県 静岡市 清水長崎新田スポーツ広場

22静岡県 静岡市 清水庵原球場

22静岡県 静岡市 用宗漁港施設（用宗フィッシャリーナ）

22静岡県 静岡市 湯ノ島温泉浴場

22静岡県 静岡市 清水西里温泉浴場

22静岡県 静岡市 梅ケ島新田温泉浴場

22静岡県 静岡市 口坂本温泉浴場

22静岡県 静岡市 梅ケ島コンヤの里レクリェーション施設

22静岡県 静岡市 日影沢親水園

22静岡県 静岡市 南アルプス井川オートキャンプ場

22静岡県 静岡市 南アルプス赤石温泉白樺荘

22静岡県 静岡市 藁科都市山村交流センター

22静岡県 静岡市 産学交流センター

22静岡県 静岡市 清水産業・情報プラザ

22静岡県 静岡市 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」

22静岡県 静岡市 港湾会館清水日の出センター

22静岡県 静岡市 港湾会館清水日の出センター別館

22静岡県 静岡市 清水港船宿記念館

22静岡県 静岡市 賤機都市山村交流センター

22静岡県 静岡市 クリエーター支援センター

22静岡県 静岡市 由比本陣施設

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地改良住宅

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅店舗

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅店舗

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅店舗

22静岡県 静岡市 伝馬町新田団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 辰起町団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 有東団地改良住宅作業所

22静岡県 静岡市 羽衣団地

22静岡県 静岡市 駒形団地

22静岡県 静岡市 新通団地

22静岡県 静岡市 住吉町団地

22静岡県 静岡市 三番町団地

22静岡県 静岡市 四番町団地

22静岡県 静岡市 浅間団地

22静岡県 静岡市 若松町団地

22静岡県 静岡市 北番町団地

22静岡県 静岡市 牧ケ谷団地

22静岡県 静岡市 上土団地

22静岡県 静岡市 瀬名団地

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

aa

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aeadac

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度に
よる管理｣を選択し
た場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

債務負担

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

市区町村名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q rh j

指定管理者名

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

k l

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

po

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

m n

22静岡県 静岡市 瀬名南団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 堤町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 秋山町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 桜町高層団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 安倍口団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 久保山団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 北第1団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 向ケ岡団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 桃園団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 東新田高層団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 用宗団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 東新田西団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 八幡団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 小鹿高層団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 小鹿南団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 曲金団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 富士見団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 有東団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 有東高層団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 中島団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水辻団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水常磐町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水中矢部団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水船越団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水北矢部団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水三光町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水日立団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水緑が丘団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水宮加三団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水折戸西団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水折戸北団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水折戸団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水羽衣団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水三保団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水蜂ヶ谷団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水高橋団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水下野東団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水下野南団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水高部団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水旭ヶ丘団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水押切東団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水押切団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水能島団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水能島西団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水吉川団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水草薙団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水西久保団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水横砂団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水興津東町西団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水興津中町団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 浅間団地店舗 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 安倍口団地店舗 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水船原団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水下野東団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水追分団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 日の出荘団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 新栄荘団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 みはま荘団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 大沢荘団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 中浜荘団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

22静岡県 静岡市 瀬名南団地

22静岡県 静岡市 堤町団地

22静岡県 静岡市 秋山町団地

22静岡県 静岡市 桜町高層団地

22静岡県 静岡市 安倍口団地

22静岡県 静岡市 久保山団地

22静岡県 静岡市 北第1団地

22静岡県 静岡市 向ケ岡団地

22静岡県 静岡市 桃園団地

22静岡県 静岡市 東新田高層団地

22静岡県 静岡市 用宗団地

22静岡県 静岡市 東新田西団地

22静岡県 静岡市 八幡団地

22静岡県 静岡市 小鹿高層団地

22静岡県 静岡市 小鹿南団地

22静岡県 静岡市 曲金団地

22静岡県 静岡市 富士見団地

22静岡県 静岡市 有東団地

22静岡県 静岡市 有東高層団地

22静岡県 静岡市 中島団地

22静岡県 静岡市 清水辻団地

22静岡県 静岡市 清水常磐町団地

22静岡県 静岡市 清水中矢部団地

22静岡県 静岡市 清水船越団地

22静岡県 静岡市 清水北矢部団地

22静岡県 静岡市 清水三光町団地

22静岡県 静岡市 清水日立団地

22静岡県 静岡市 清水緑が丘団地

22静岡県 静岡市 清水宮加三団地

22静岡県 静岡市 清水折戸西団地

22静岡県 静岡市 清水折戸北団地

22静岡県 静岡市 清水折戸団地

22静岡県 静岡市 清水羽衣団地

22静岡県 静岡市 清水三保団地

22静岡県 静岡市 清水蜂ヶ谷団地

22静岡県 静岡市 清水高橋団地

22静岡県 静岡市 清水下野東団地

22静岡県 静岡市 清水下野南団地

22静岡県 静岡市 清水高部団地

22静岡県 静岡市 清水旭ヶ丘団地

22静岡県 静岡市 清水押切東団地

22静岡県 静岡市 清水押切団地

22静岡県 静岡市 清水能島団地

22静岡県 静岡市 清水能島西団地

22静岡県 静岡市 清水吉川団地

22静岡県 静岡市 清水草薙団地

22静岡県 静岡市 清水西久保団地

22静岡県 静岡市 清水横砂団地

22静岡県 静岡市 清水興津東町西団地

22静岡県 静岡市 清水興津中町団地

22静岡県 静岡市 浅間団地店舗

22静岡県 静岡市 安倍口団地店舗

22静岡県 静岡市 清水船原団地

22静岡県 静岡市 清水下野東団地

22静岡県 静岡市 清水追分団地

22静岡県 静岡市 日の出荘団地

22静岡県 静岡市 新栄荘団地

22静岡県 静岡市 みはま荘団地

22静岡県 静岡市 大沢荘団地

22静岡県 静岡市 中浜荘団地

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１ zの４

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３ zの５

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項
施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

評価公表状況

u

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

wv

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

22静岡県 静岡市 瀬名南団地

22静岡県 静岡市 堤町団地

22静岡県 静岡市 秋山町団地

22静岡県 静岡市 桜町高層団地

22静岡県 静岡市 安倍口団地

22静岡県 静岡市 久保山団地

22静岡県 静岡市 北第1団地

22静岡県 静岡市 向ケ岡団地

22静岡県 静岡市 桃園団地

22静岡県 静岡市 東新田高層団地

22静岡県 静岡市 用宗団地

22静岡県 静岡市 東新田西団地

22静岡県 静岡市 八幡団地

22静岡県 静岡市 小鹿高層団地

22静岡県 静岡市 小鹿南団地

22静岡県 静岡市 曲金団地

22静岡県 静岡市 富士見団地

22静岡県 静岡市 有東団地

22静岡県 静岡市 有東高層団地

22静岡県 静岡市 中島団地

22静岡県 静岡市 清水辻団地

22静岡県 静岡市 清水常磐町団地

22静岡県 静岡市 清水中矢部団地

22静岡県 静岡市 清水船越団地

22静岡県 静岡市 清水北矢部団地

22静岡県 静岡市 清水三光町団地

22静岡県 静岡市 清水日立団地

22静岡県 静岡市 清水緑が丘団地

22静岡県 静岡市 清水宮加三団地

22静岡県 静岡市 清水折戸西団地

22静岡県 静岡市 清水折戸北団地

22静岡県 静岡市 清水折戸団地

22静岡県 静岡市 清水羽衣団地

22静岡県 静岡市 清水三保団地

22静岡県 静岡市 清水蜂ヶ谷団地

22静岡県 静岡市 清水高橋団地

22静岡県 静岡市 清水下野東団地

22静岡県 静岡市 清水下野南団地

22静岡県 静岡市 清水高部団地

22静岡県 静岡市 清水旭ヶ丘団地

22静岡県 静岡市 清水押切東団地

22静岡県 静岡市 清水押切団地

22静岡県 静岡市 清水能島団地

22静岡県 静岡市 清水能島西団地

22静岡県 静岡市 清水吉川団地

22静岡県 静岡市 清水草薙団地

22静岡県 静岡市 清水西久保団地

22静岡県 静岡市 清水横砂団地

22静岡県 静岡市 清水興津東町西団地

22静岡県 静岡市 清水興津中町団地

22静岡県 静岡市 浅間団地店舗

22静岡県 静岡市 安倍口団地店舗

22静岡県 静岡市 清水船原団地

22静岡県 静岡市 清水下野東団地

22静岡県 静岡市 清水追分団地

22静岡県 静岡市 日の出荘団地

22静岡県 静岡市 新栄荘団地

22静岡県 静岡市 みはま荘団地

22静岡県 静岡市 大沢荘団地

22静岡県 静岡市 中浜荘団地

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aeadac

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度に
よる管理｣を選択し
た場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

債務負担

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

市区町村名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q rh j

指定管理者名

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

k l

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

po

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

m n

22静岡県 静岡市 由比南団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 町屋原団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 町屋原南団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 阿僧団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 室野団地 ○ （財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水駅東口駐車場 ○ 静岡ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 静岡ヘリポート ○ （公財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 23 3 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水森林公園 ○ 清水森林組合 ○ ○ H 22 3 30 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 駿府城公園（巽櫓、東御門、紅葉山庭園、茶室） ○ 静岡ﾋﾞﾙ保善㈱ ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 動物愛護館 ○ （社）静岡県動物保護協会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 番町市民活動センター ○ （特定非営利活動法人）静岡県ボランティア協会 ○ ○ H 21 7 17 H 21 10 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水市民活動センター ○ （非営利団体）NPOサポート・しみず ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 静岡市民文化会館 ○ 静岡市文化振興財団共同事業体 ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水文化センター ○ 静岡市文化振興財団共同事業体 ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水文化会館 ○ 清水文化事業サポート株式会社 ○ ○ H 21 4 22 H 24 8 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 静岡音楽館 ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 静岡科学館 ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 葵生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 西部生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 東部生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 藁科生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 西奈生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 南部生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 長田生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 北部生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 大里生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 駿河生涯学習センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 北部生涯学習センター美和分館 ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 6 16 H 21 9 5 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 辻生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 江尻生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 入江生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 浜田生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 船越生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 富士見生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 駒越生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 折戸生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 三保生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 飯田生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 高部生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 有度生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 5 14 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 袖師生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 庵原生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 興津生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 小島生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 両河内生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 蒲原生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 由比生涯学習交流館 ○ 清水区生涯学習交流館運営協議会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 北部勤労者福祉センター ○ （公財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 東部勤労者福祉センター ○ （公財）静岡市まちづくり公社 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 南部勤労者福祉センター ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 東海道広重美術館 ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 美術館 ○ （公財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 22 3 24 H 22 5 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 女性会館 ○ NPO法人　男女共同参画フォーラムしずおか ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 梅ケ島高齢者生活福祉センター ○ （社福）桂 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 地域福祉交流プラザ ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 心身障害者ケアセンター ○  （社福）恩賜財団　済生会支部静岡県済生会 ○ ○ H 22 3 26 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 支援センターなごやか ○ 医療法人社団　リラ ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 鯨ケ池老人福祉センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 長尾川老人福祉センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

22静岡県 静岡市 由比南団地

22静岡県 静岡市 町屋原団地

22静岡県 静岡市 町屋原南団地

22静岡県 静岡市 阿僧団地

22静岡県 静岡市 室野団地

22静岡県 静岡市 清水駅東口駐車場

22静岡県 静岡市 静岡ヘリポート

22静岡県 静岡市 清水森林公園

22静岡県 静岡市 駿府城公園（巽櫓、東御門、紅葉山庭園、茶室）

22静岡県 静岡市 動物愛護館

22静岡県 静岡市 番町市民活動センター

22静岡県 静岡市 清水市民活動センター

22静岡県 静岡市 静岡市民文化会館

22静岡県 静岡市 清水文化センター

22静岡県 静岡市 清水文化会館

22静岡県 静岡市 静岡音楽館

22静岡県 静岡市 静岡科学館

22静岡県 静岡市 葵生涯学習センター

22静岡県 静岡市 西部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 東部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 藁科生涯学習センター

22静岡県 静岡市 西奈生涯学習センター

22静岡県 静岡市 南部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 長田生涯学習センター

22静岡県 静岡市 北部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 大里生涯学習センター

22静岡県 静岡市 駿河生涯学習センター

22静岡県 静岡市 北部生涯学習センター美和分館

22静岡県 静岡市 辻生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 江尻生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 入江生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 浜田生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 船越生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 清水生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 富士見生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 駒越生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 折戸生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 三保生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 飯田生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 高部生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 有度生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 袖師生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 庵原生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 興津生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 小島生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 両河内生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 蒲原生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 由比生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 北部勤労者福祉センター

22静岡県 静岡市 東部勤労者福祉センター

22静岡県 静岡市 南部勤労者福祉センター

22静岡県 静岡市 東海道広重美術館

22静岡県 静岡市 美術館

22静岡県 静岡市 女性会館

22静岡県 静岡市 梅ケ島高齢者生活福祉センター

22静岡県 静岡市 地域福祉交流プラザ

22静岡県 静岡市 心身障害者ケアセンター

22静岡県 静岡市 支援センターなごやか

22静岡県 静岡市 鯨ケ池老人福祉センター

22静岡県 静岡市 長尾川老人福祉センター

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１ zの４

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３ zの５

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項
施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

評価公表状況

u

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

wv

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護の認識 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 市民団体の育成・協働 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

22静岡県 静岡市 由比南団地

22静岡県 静岡市 町屋原団地

22静岡県 静岡市 町屋原南団地

22静岡県 静岡市 阿僧団地

22静岡県 静岡市 室野団地

22静岡県 静岡市 清水駅東口駐車場

22静岡県 静岡市 静岡ヘリポート

22静岡県 静岡市 清水森林公園

22静岡県 静岡市 駿府城公園（巽櫓、東御門、紅葉山庭園、茶室）

22静岡県 静岡市 動物愛護館

22静岡県 静岡市 番町市民活動センター

22静岡県 静岡市 清水市民活動センター

22静岡県 静岡市 静岡市民文化会館

22静岡県 静岡市 清水文化センター

22静岡県 静岡市 清水文化会館

22静岡県 静岡市 静岡音楽館

22静岡県 静岡市 静岡科学館

22静岡県 静岡市 葵生涯学習センター

22静岡県 静岡市 西部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 東部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 藁科生涯学習センター

22静岡県 静岡市 西奈生涯学習センター

22静岡県 静岡市 南部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 長田生涯学習センター

22静岡県 静岡市 北部生涯学習センター

22静岡県 静岡市 大里生涯学習センター

22静岡県 静岡市 駿河生涯学習センター

22静岡県 静岡市 北部生涯学習センター美和分館

22静岡県 静岡市 辻生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 江尻生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 入江生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 浜田生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 船越生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 清水生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 富士見生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 駒越生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 折戸生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 三保生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 飯田生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 高部生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 有度生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 袖師生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 庵原生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 興津生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 小島生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 両河内生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 蒲原生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 由比生涯学習交流館

22静岡県 静岡市 北部勤労者福祉センター

22静岡県 静岡市 東部勤労者福祉センター

22静岡県 静岡市 南部勤労者福祉センター

22静岡県 静岡市 東海道広重美術館

22静岡県 静岡市 美術館

22静岡県 静岡市 女性会館

22静岡県 静岡市 梅ケ島高齢者生活福祉センター

22静岡県 静岡市 地域福祉交流プラザ

22静岡県 静岡市 心身障害者ケアセンター

22静岡県 静岡市 支援センターなごやか

22静岡県 静岡市 鯨ケ池老人福祉センター

22静岡県 静岡市 長尾川老人福祉センター

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aeadac

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度に
よる管理｣を選択し
た場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

債務負担

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

市区町村名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q rh j

指定管理者名

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

k l

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

po

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

m n

22静岡県 静岡市 小鹿老人福祉センター ○ （財）静岡市文化振興財団 ○ ○ H 21 3 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 用宗老人福祉センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水中央老人福祉センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水船越老人福祉センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 26 H 24 2 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水折戸老人福祉センター羽衣荘 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 蒲原老人福祉センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 西奈児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 安東児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 美和児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 麻機児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 服織児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 豊田児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 長田児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 中島児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水社会福祉会館老人デイサービスセンター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水社会福祉会館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水東部老人憩の家　 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水老人憩の家清開きらく荘　 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水北部交流センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水南部交流センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 由比交流センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水ひびきワーク ○  （社福）静岡市しみず社会福祉事業団 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水みなとふれあいセンター ○  （社福）静岡市しみず社会福祉事業団 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水なぎさホーム ○  （社福）静岡市しみず社会福祉事業団 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水うなばら学園 ○  （社福）静岡市しみず社会福祉事業団 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水うしおワーク ○  （社福）静岡市しみず社会福祉事業団 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水うみのこセンター ○  （社福）静岡市しみず社会福祉事業団 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 救護所 ○ （社福）静岡市厚生事業協会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 静岡老人ホーム ○ （社福）静岡市厚生事業協会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 わらしなロッジ ○ （社福）静岡市厚生事業協会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 わらしな学園 ○ （社福）静岡市厚生事業協会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 桜の園 ○  （社福）恩賜財団　済生会支部静岡県済生会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 桜の園（生活訓練ホーム） ○  （社福）恩賜財団　済生会支部静岡県済生会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 桜の園城北館（生活訓練ホーム） ○  （社福）恩賜財団　済生会支部静岡県済生会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市
心身障害児福祉センター
「いこいの家」

○  （社福）恩賜財団　済生会支部静岡県済生会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 足久保学園 ○ （社福）明光会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 大川高齢者生活福祉センター ○ （社福）駿河会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 井川高齢者生活福祉センター ○ （社福）東桜会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 中央福祉センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 3 28 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 急病センター ○ （社）静岡市静岡医師会 ○ ○ H 18 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 蒲原老人デイサービスセンター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水松風荘 ○ （社福）清承会 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 蒲原白銀児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 静岡中央子育て支援センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 清水中央子育て支援センター ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 城東子育て支援センター ○ 企業組合労協センター事業団 ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 蒲原子育て支援センター ○ （特定非営利活動法人）子育て支援どろん子 ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 静岡市 由比児童館 ○ （社福）静岡市社会福祉協議会 ○ ○ H 21 3 27 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

227 227 26 10 95 42 54 9 125 0 53 28 5 7 2 63 1 130 31 0 3 10 7 206 0 0 0 0 1 6 31 138 52 14 213 227 0 227 0合計
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

22静岡県 静岡市 小鹿老人福祉センター

22静岡県 静岡市 用宗老人福祉センター

22静岡県 静岡市 清水中央老人福祉センター

22静岡県 静岡市 清水船越老人福祉センター

22静岡県 静岡市 清水折戸老人福祉センター羽衣荘

22静岡県 静岡市 蒲原老人福祉センター

22静岡県 静岡市 西奈児童館

22静岡県 静岡市 安東児童館

22静岡県 静岡市 美和児童館

22静岡県 静岡市 麻機児童館

22静岡県 静岡市 服織児童館

22静岡県 静岡市 豊田児童館

22静岡県 静岡市 長田児童館

22静岡県 静岡市 中島児童館

22静岡県 静岡市 清水社会福祉会館老人デイサービスセンター

22静岡県 静岡市 清水社会福祉会館

22静岡県 静岡市 清水東部老人憩の家　

22静岡県 静岡市 清水老人憩の家清開きらく荘　

22静岡県 静岡市 清水北部交流センター

22静岡県 静岡市 清水南部交流センター

22静岡県 静岡市 由比交流センター

22静岡県 静岡市 清水ひびきワーク

22静岡県 静岡市 清水みなとふれあいセンター

22静岡県 静岡市 清水なぎさホーム

22静岡県 静岡市 清水うなばら学園

22静岡県 静岡市 清水うしおワーク

22静岡県 静岡市 清水うみのこセンター

22静岡県 静岡市 救護所

22静岡県 静岡市 静岡老人ホーム

22静岡県 静岡市 わらしなロッジ

22静岡県 静岡市 わらしな学園

22静岡県 静岡市 桜の園

22静岡県 静岡市 桜の園（生活訓練ホーム）

22静岡県 静岡市 桜の園城北館（生活訓練ホーム）

22静岡県 静岡市
心身障害児福祉センター
「いこいの家」

22静岡県 静岡市 足久保学園

22静岡県 静岡市 大川高齢者生活福祉センター

22静岡県 静岡市 井川高齢者生活福祉センター

22静岡県 静岡市 中央福祉センター

22静岡県 静岡市 急病センター

22静岡県 静岡市 蒲原老人デイサービスセンター

22静岡県 静岡市 清水松風荘

22静岡県 静岡市 蒲原白銀児童館

22静岡県 静岡市 静岡中央子育て支援センター

22静岡県 静岡市 清水中央子育て支援センター

22静岡県 静岡市 城東子育て支援センター

22静岡県 静岡市 蒲原子育て支援センター

22静岡県 静岡市 由比児童館

227 227合計

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１ zの４

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３ zの５

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項
施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

評価公表状況

u

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

wv

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

126 127 107 210 2 227 0 139 88 227 0 227 0 219 8 0 0 77 3 36 111 59 9 46 113 194 12 0 21 99 19 0 109 192 15 0 20
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

市区町村名都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数

22静岡県 静岡市 小鹿老人福祉センター

22静岡県 静岡市 用宗老人福祉センター

22静岡県 静岡市 清水中央老人福祉センター

22静岡県 静岡市 清水船越老人福祉センター

22静岡県 静岡市 清水折戸老人福祉センター羽衣荘

22静岡県 静岡市 蒲原老人福祉センター

22静岡県 静岡市 西奈児童館

22静岡県 静岡市 安東児童館

22静岡県 静岡市 美和児童館

22静岡県 静岡市 麻機児童館

22静岡県 静岡市 服織児童館

22静岡県 静岡市 豊田児童館

22静岡県 静岡市 長田児童館

22静岡県 静岡市 中島児童館

22静岡県 静岡市 清水社会福祉会館老人デイサービスセンター

22静岡県 静岡市 清水社会福祉会館

22静岡県 静岡市 清水東部老人憩の家　

22静岡県 静岡市 清水老人憩の家清開きらく荘　

22静岡県 静岡市 清水北部交流センター

22静岡県 静岡市 清水南部交流センター

22静岡県 静岡市 由比交流センター

22静岡県 静岡市 清水ひびきワーク

22静岡県 静岡市 清水みなとふれあいセンター

22静岡県 静岡市 清水なぎさホーム

22静岡県 静岡市 清水うなばら学園

22静岡県 静岡市 清水うしおワーク

22静岡県 静岡市 清水うみのこセンター

22静岡県 静岡市 救護所

22静岡県 静岡市 静岡老人ホーム

22静岡県 静岡市 わらしなロッジ

22静岡県 静岡市 わらしな学園

22静岡県 静岡市 桜の園

22静岡県 静岡市 桜の園（生活訓練ホーム）

22静岡県 静岡市 桜の園城北館（生活訓練ホーム）

22静岡県 静岡市
心身障害児福祉センター
「いこいの家」

22静岡県 静岡市 足久保学園

22静岡県 静岡市 大川高齢者生活福祉センター

22静岡県 静岡市 井川高齢者生活福祉センター

22静岡県 静岡市 中央福祉センター

22静岡県 静岡市 急病センター

22静岡県 静岡市 蒲原老人デイサービスセンター

22静岡県 静岡市 清水松風荘

22静岡県 静岡市 蒲原白銀児童館

22静岡県 静岡市 静岡中央子育て支援センター

22静岡県 静岡市 清水中央子育て支援センター

22静岡県 静岡市 城東子育て支援センター

22静岡県 静岡市 蒲原子育て支援センター

22静岡県 静岡市 由比児童館

227 227合計

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

aa

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aeadac

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度に
よる管理｣を選択し
た場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

債務負担

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

90 20 1 116 222 5 0 0 1 226 175 1 46 5 52 170 4 1 0 169 1
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